
※新型コロナウイルスの影響で申請後、都合により中止となる場合もございます。

商品学習会の実施

実施後、1週間以内に報告書を提出

 ※企画開催可能人数は原則10名以上です。
但しメーカーによっては上記と異なる場合がありますので

一覧の人数制限を必ずご確認ください。

≪商品学習会・工場見学実施の流れ≫

＊実施、3ヶ月前までに組織運営部担当職員へ連絡

商品学習会・工場見学申込書を記入

＊リストから申込NOと
　　希望内容を選択し記入

１～２週間以内に担当職員から日程確定の連絡

　　　　　　各メーカーとの直接の打ち合わせ
　　　　（　申込書に沿って話を進めてください　）


